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1. メイト社員 人事賃金制度の見直し 〔報告事項〕 

 

1) 目指す姿 

現行制度における課題を解消し、安心感と高いモチベーションの醸成が実現できる賃金制度 
“メイト社員の中でも目指すものがある” “社員転換へのキャリアを前向きに描ける” “腹落ちし納得できる評価” 

 

2) 現行制度における課題と方向性 

課題 

①メイト社員の SPM・チーフ職任命を廃

止したことにより、メイト社員という雇用形

態の中で次のステップを目指すものがない 

②現在に即していない賃金制度 

（職務給の設定、評価の在り方） 

③社員登用時に本給水準が変わらない 

（社員賃金制度との整合性） 

④最低賃金水準への見つめ 

（企業内最低賃金：168,000 円） 

 

 

 

制度設計の方向性※2025 年 4 月制度改定 

＜①社員人事賃金制度との整合性＞ ＜②中長期的視点を踏まえた制度＞ 
＜③グループ・業界比較した際の処遇へ

の見つめ＞ 
＜④コンプライアンスの観点を踏まえ対応＞ 

 社員本給体系を踏まえ、『資格給・役

割給・個人成果給』へ 

 個人成果給の『グレード複数設定と定

義、進級ルールの策定』 

 社員転換の在り方と本給移行方法 

 グループ共通評価フォーマットの運用 

 賃金制度設計の見直しに伴う、メイト

社員の賞与制度の支給表見直し 

 企業の経営戦略（要員政策）を踏ま

えたメイト社員の今後担う役割から、 

キャリア管理の在り方の見直し検討 

 最低賃金水準の在り方  扶養家族手当の導入 

（ステージ C 同様） 

2024 年 10 月時点の協議進捗 

▲労使協議中 ▲労使協議中 ※次年度以降も継続研究 ○労使合意済み 
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■現行制度のおさらい 

 メイト社員の皆さんの本給は、基本給＋職務給から成り立っている 

 基本給は、基本給表において『1~94』ランクまで設定されており、設定されている昇給表に則り、毎年評価が反映されて積み上がっていく 

 職務給は、セールス等の役割に就いている者には職務手当が支給される 

＜基本給表＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜昇給表＞ 

 

 

 

 

＜職務給＞ 
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■制度改定の方向性 

①社員人事賃金制度との整合性 

＜賃金設計改定の全体像＞ 
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＜資格給（案）＞・・・ステージに応じて設定 

メイト社員共通 

6,000 

■協議ポイント 

 ステージ C との水準差を踏まえて水準を検討 

（ステージＣ資格給は 16,000 円） 

 社員登用時は資格給差分昇給することなどを検討 

 

＜役割給（案）＞・・・役割の変動を反映 

■協議ポイント 

 メイト社員の担う役割を想定し水準を検討 

役割①：現行の職務給と会社戦略上を踏まえて『セールス』を設定 

役割②：メイト社員の店頭・後方スタッフの主に担う役割として『販売・一般』 

『後方スタッフ』を設定 

 ステージ C の役割給では設定している要保護勤務者の役割給設定については、通常担う 

役割と要保護時の業務の違いがメイト社員では少ないことから、役割給上では設定しない 

 その他、各種対応については以下の通りとする 

事由 所属 役割の考え方 
① 労務不提供 3 ヵ月以上 総務・経営企画部付 変更なし 
② 欠勤開始後 6 ヶ月（傷病休職含む） 総務・経営企画部付 役割給なし 
③ 育児・介護休職者 総務・経営企画部付 変更なし 
④ 要保護出勤者 所属部付 変更なし 
⑤ 要保護出勤者 総務・経営企画部付 変更なし 

 

参考）ステージ C 役割給表 

 

 

 

 

 

 

 

 メイト社員 ステージ C 

資格給 6,000 16,000 
10,000 円 UP 
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＜個人成果給（案）＞・・・個人の成果（評価）の積み上げを反映 

■協議ポイント 

 個人の成果を積み上げる個人成果給をグレード 1・2 と複数設け、メイト社員の中での歩みをもつことができる設計を検討 

 社員 B・C の設計との整合性や、現行制度よりも賃金制度上歩みやすさ（昇給のメリハリ）を実現すべく、昇給レンジと昇給表を設定することを検討 

※個人成果給の水準設定については、基本給＋役割給＋個人成果給の合計が現行の本給上限・下限同様となるように設定 

 

〔個人成果給表〕                          〔昇給表〕                           〔参考：現行の昇給表〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜グレード間進級（案）＞・・・グレード 1 からグレード 2 への進級 

■協議ポイント 

 グレード 1 からグレード 2 への進級については、等級の定義を測る指標として本給評価による成果の積み上げ度合いを中心に進級要件を設定 

 グレード 1 の個人成果給ランクに次グレードと重複する『ランク相当』を設定し、一定のランクに到達することを 1 つの進級要件とする 

 ランク相当 受験資格 進級審査方法 

グレード 1⇒2 へ進級 
グレード 2 ランク相当に到達 

 本人が受験を希望している 

 本給評価（直近 3 回のうち A 評価以上を 1 回） 

 エントリーシート（所属長面談含む） 

 進級考課（所属長⇒人事） 

グレード 2 ランク相当に未到達   

※受験回数には制限は設けない 

※ステージ C 登用試験との同時受験は不可 
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＜移行方法（案）＞・・・現行制度から新制度へ移行する際の方法と流れ 
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＜社員登用時の処遇変動（案）＞ 

■協議ポイント 

 現行の、『メイト社員からステージ C へ格付するも本給水準が変わらない』といった課題を改善できるよう、賃金移行方法を設定する 

〔社員登用時の処遇について（案）〕 
 社員登用は原則 4 月 1 日付とし、社員登用後はステージ C として格付する 
 個人成果給は、メイト社員としての最終個人成果給とする（※メイト社員在籍時直近の評価反映はおこなわない） 
 役割給は、ステージ C へ格付された 4 月 1 日時点の役割に応じた役割給とする 
 
①本給 200,000 円のメイト社員（販売一般）がステージ C（販売一般）へ格付けした場合 

項目 メイト社員 ステージ C 

資格給 6,000 メイト社員共通水準 16,000 ステージ C 共通水準 

役割給 10,000 役割② 20,000 役割② 

個人成果給 184,000 ランク 70 184,000 ランク 98 

本給 200,000  220,000  

②本給 200,000 のメイト社員（販売一般）がステージ C（お買場 L）へ格付けした場合 
項目 メイト社員 ステージ C 

資格給 6,000 メイト社員共通水準 16,000 ステージ C 共通水準 

役割給 10,000 役割② 30,000 役割① 

個人成果給 184,000 ランク 70 184,000 ランク 98 

本給 200,000  230,000    
 

＜グループ共通評価フォーマットの運用（案）＞ 

■協議ポイント 

 『グループにおける評価の平準化・納得性の向上』と『現行フォーマットの評価結果の根拠・納得性が得られにくい課題解決』を目的に、ステージ B・C 同様のグループ共通フォー

マットへ変更を検討 

＜現行フォーマット＞                         ＜グループ共通のフォーマット＞                ＜ガイドライン＞ 
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②中長期的視点を踏まえた制度設計 

＜期待役割・職種・コース・出向の考え方＞ 
■協議ポイント 
 協議をおこなう前提として、企業の存続と会社の成長・発展を踏まえて策定される仙台三越の中長期計画と、メイト社員に限らず全雇用区分の見直しの必要性がないか確認

する必要がある 
 館業から個客業へ変革するには、館業として店頭販売のスキルやキャリアステップに加えて、個客業としての外商力や百貨店の枠を超えた新規コンテンツを開拓する力を、個々

人が構築していくことが必要となり、メイト社員としての『期待役割の定義付け』や『キャリア管理の仕組み』の今後の在り方を検討 
＜現行の期待役割＞                                        ＜現行のキャリア管理の仕組み＞ 
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③グループ・業界比較した際の処遇への見つめ 

＜最低賃金の在り方＞ 

■協議ポイント 

 グループ内や業界、世の中の処遇への在り方、社員との適正な処遇差を踏まえ、最低賃金の在り方や処遇水準への見つめを検討 

 近年物価高騰によるベースアップもあり、企業内最低賃金が引き上げられることもあるため、今後のベースアップの動向やグループの最低賃金の在り方を踏まえて慎重に協議 

＜企業内最低賃金（グループ比較）＞ 

札幌三越 函館丸井今井 仙台三越 新潟三越伊勢丹 

168,000 168,000 168,000 176,000 

名古屋三越 静岡伊勢丹 松山三越 広島三越 

171,000 171,000 176,000 171,000 

高松三越 岩田屋三越 三越伊勢丹  

168,000 189,000 184,000  

 

 

 

④コンプライアンスの観点を踏まえた対応＞ 

＜扶養家族手当の導入＞ 

■協議ポイント 

 グループのガイドラインに則り、ステージ C 同様の扶養家族手当のメイト社員への導入を検討 

＜概要＞ 

項目 内容 

支給対象 社員ステージ C、メイト社員 

支給金額 扶養家族一人につき、9,500 円 

対象扶養家族 ① 16 歳未満の子は地方税法上の扶養認定 

② その他は所得税法上の扶養認定をもって対象とする 

 満 18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある子 

 重度障害（1・2 級）のある者 

 障害のある子 

上限人数 4 人 

 

 

 

 


